
◎船員法等の一部を改正する法律 
（令和七年五月一四日法律第三二号）   

一、 提案理由（令和七年四月一一日・衆議院国土交通委員会） 

○中野国務大臣 ただいま議題となりました船員法等の一部を改正する法律案の提案理

由につきまして御説明を申し上げます。 

 近年、我が国の船員については、有効求人倍率が大きく上昇するなど、その不足が深

刻化しています。将来にわたって安定的に船員を確保していくためには、船員の職業安

定に関わる仕組みを拡充するとともに、船員が快適、安全に働くことができる労働環境

を整備していく必要があります。 

 また、漁船員の安全を確保するとともに、船舶の航行の安全性向上を図るため、昨年

五月に国際海事機関において千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の

基準に関する国際条約及び千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約

の改正が採択されました。我が国としても、国際的な連携の下に、漁船員の生命や船舶

の航行の安全を確保するための措置を講じ、国際的な義務を果たしていく必要がありま

す。 

 さらに、船員関係手続について、船員を始めとする申請者の手続負担の軽減等を図る

観点から、デジタル化を推進していく必要があります。 

 このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、地方公共団体による無料の船員職業紹介事業を創設することとしております。

また、船員募集情報提供事業を法律に位置づけるとともに、船員職業紹介事業を行う者

や船員募集情報提供事業を行う者等に対し、求人等に関する情報の的確な表示を義務づ

けることとしております。 

 第二に、船舶所有者に対し、船内の作業方法を改善するための措置等を講ずることに

より快適な海上労働環境を形成する努力義務を課すとともに、船舶所有者による非常時

における安全衛生確保のための訓練の実施に係る規定を整備することとしております。 

 第三に、国際条約の改正を踏まえ、一定の漁船に船長又は航海士として乗り組むため

の要件を定めるとともに、一定の船舶の船長に対し、輸送中のコンテナを海中転落させ

た場合における付近の船舶等への通報を義務づけることとしております。 

 第四に、船員関係手続のデジタル化を図るため、船員手帳によらない乗船の履歴等の

証明に係る規定を整備することとしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由です。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、 衆議院国土交通委員長報告（令和七年四月一七日） 

○井上貴博君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ



る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、船員の確保に資するとともに、漁船員条約の的確な実施を確保する等のた

め、所要の措置を講ずるものであります。その主な内容は、 

 第一に、地方公共団体による無料の船員職業紹介事業を創設すること、 

 第二に、船舶所有者による快適な海上労働環境の形成の努力義務及び非常時における

安全衛生確保のための訓練の実施義務を定めること、 

 第三に、国際条約の改正を踏まえ、一定の漁船に船長等として乗り組むための要件及

び輸送中のコンテナを海中転落させた場合における船長の通報義務を定めること 

などであります。 

 本案は、去る四月十日本委員会に付託され、十一日中野国土交通大臣から趣旨の説明

を聴取し、十六日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、賛成多数をもって原案のと

おり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年四月一六日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを

期すべきである。 

一 漁船員条約締約国が発給した資格証明書の受有者が特定漁船に乗り組むための特例

の適用に当たっては、商船と漁船の区別なく、高度の技能を求める我が国の海技免許

制度が航行の安全確保に大きく貢献していることを踏まえ、他の締約国における商船

と漁船との海技資格の在り方の異同に留意し、航行の安全を損なうことにならないよ

うにすること。 

二 漁船員条約の締結に伴う各種講習の五年ごとの受講が漁船員及び船舶所有者に過度

の負担をもたらすこととならないよう、受講料の軽減等を図るために必要な措置を講

ずるとともに、受講者の利便のため、各登録講習機関の増加及び偏在の解消に努める

こと。 

三 最短で令和八年一月に漁船員条約が国内で発効し、漁ろう操船講習に関する規定が

施行されることを踏まえ、漁ろう操船講習の具体的な内容を早期に明らかにし、関係

者に周知すること。 

四 漁船員条約に係る国内法の運用に当たっては、同条約に定める安全の担保に配慮し

つつ、日本船舶の深刻な船員不足に対応し、「労働力の流動性」を最重要事項として

考慮する観点から、政府と労使とで意見交換を行った上で、主体的に運用の基本的な

方向性を示すこと。 

五 深刻な船員不足の解消へ向けて、働き方改革の推進及び働く環境の整備とともに、

人材育成ルートの強化及び人材確保の間口の拡充並びに幼少期からの体験乗船等を通

じた海に親しむ長期的な取組を強力に推進すること。また、企業・業界と連携し、一



体となって取り組むこと。 

三、 参議院国土交通委員長報告（令和七年四月二五日） 

○小西洋之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、最近における我が国の海上企業をめぐる状況に鑑み、船員の確保に資す

るため、海上労働の安全及び衛生を確保するための教育訓練の義務付け、地方公共団体

による無料の船員職業紹介事業の創設等の措置を講ずるとともに、千九百九十五年の漁

船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の的確な実施を確保するた

め、特定漁船に乗り組む船員の要件等を定めるほか、船員手帳によらない履歴の証明に

関する規定の整備などの措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、実技講習の義務付けに伴う負担の軽減に向けた取組、船員養

成機関に対する支援強化の必要性、船内のインターネット環境整備に向けた国の支援の

在り方などについて質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年四月二四日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全

を期すべきである。 

一 漁船員条約締約国が発給した資格証明書の受有者が特定漁船に乗り組むための特例

の適用に当たっては、商船と漁船の区別なく高度な技能を求める我が国の海技免許制

度が、航行の安全確保に大きく貢献していることを踏まえ、他の締約国における商船

と漁船との海技資格の在り方の異同に留意し、航行の安全を損なうこととならないよ

うにすること。 

二 漁船員条約の締結に伴う各種講習の五年ごとの受講が漁船員及び船舶所有者に過度

な負担をもたらすことのないよう、受講料の軽減等を図るために必要な措置を講ずる

とともに、受講者の利便のため、各登録講習機関の増加及び偏在の解消に努めること。

また、本法律案の提出の経緯を踏まえ、今後も、船員に関する国際条約の締結等に伴

い、国内の関係団体等に影響が及ぶ場合には、当該団体等の理解・納得が得られるよ

う、緊密な連携の下、丁寧な説明や対話等に努めること。 

三 最短で令和八年一月に漁船員条約が我が国について効力を生じ、漁ろう操船講習に

関する規定が施行されることを踏まえ、漁ろう操船講習の具体的な内容を早期に明ら

かにし、関係者に周知すること。 

四 漁船員条約に係る国内法の運用に当たっては、同条約に定める安全の確保に配慮し

つつ、日本船舶の深刻な船員不足に対応し、「労働力の流動性」を最重要事項として



考慮する観点から、官労使の意見交換を行った上で、主体的に運用の基本的な方向性

を示すこと。 

五 船員職業安定窓口と特定地方公共団体がそれぞれの特性を生かした船員職業紹介事

業を行えるよう、相互の協力を促進するとともに、異業種からの転職者も視野に入れ、

公共職業安定所との連携を強化し、船員の確保に寄与するものとなるようにすること。 

六 船員室のインターネット環境を始めとする快適な海上労働環境の形成の促進に向け、

国として支援を行うとともに、船舶所有者による取組の原資が確保されるよう、内航

海運業における取引環境改善及び生産性向上等の取組をより一層推進すること。 

七 深刻な船員不足の解消に向けて、働き方改革の推進及び労働環境の改善・整備を図

るとともに、商船高等専門学校や水産高等学校等への支援の拡充を始めとした船員養

成ルートの強化及び船員確保の間口の拡充並びに幼少期からの体験乗船等を通じた海

事広報・海事教育といった長期的な取組を強力に推進すること。また、企業・業界と

連携し、一体となって取り組むこと。 

  右決議する。 


